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江戸幕府洋学振興政策下における厄介の役職登用について
一開成所教授方の任命に注目して－

関儀久

問題の所在

本稿の目的は、江戸幕府洋学振興政策下における厄介の役職登用の実態を解明すること

にある。

幕末幕府における職制改革の特色は、ペリーの来航をはじめとする対外的緊張の激化に

応じた外交関係職務の増設にある＊1。職務の増設あるいは新設はその職務を担う人材の登

用を前提とするものであり、外交関係職務の場合もまたその職務に必要な知識・技術を備

えた人材の登用を必要とした。しかし、嘉永年間にいたるまで洋学を御制禁としてきた幕

府の家臣すなわち直参にこれらの知識・技術を備えた人材がいるはずはない。このことは

在野の私塾において洋学を学んだ諸藩の藩士すなわち陪臣の登用を余儀なくさせたこと

を意味する。つまり、ここに洋学に精通しでさえいれば仮令直参でなくても登用するとい

う従来の原則にそぐわない役職登用が行われる機会が生じたのである。

ところで、外交・軍事関係職務の給与を規定する幕府の文書には、陪臣のほかにもこの

時期新たに役職登用の機会を獲得した者が登場する。直参の当主以外の者すなわち惣領・

｛卒・次三男・弟・従兄弟・叔父・甥などの厄介である＊2。これらの文書には厄介と陪臣と

が併記されることがしばしばあり、彼らもまた陪臣と同様にこれまで役職登用の対象とし

て位置づけられていなかったことを示しているη。

陪臣が役職登用の機会を獲得し、幕府の職制に組み込まれていく構造については、宮崎

ふみ子「蕃書調所＝開成所に於ける陪臣使用問題J*4によってかなりの程度まで明らかに

されている。しかしながら、陪臣同様にこれまで役職登用の対象に位置づけられることの

なかった厄介が役職登用の機会を獲得し、幕府の職制を担う者として位置づけられていく

構造については未だ解明されていない点が多くある巧。洋学を学ぶことの当時における社

会的意味を解明するためには、洋学を習得することを通じて獲得した厄介の役職登用の実

態についての考察が必要となってくる。

そこで、本稿では開成所教授方における厄介の役職登用に注目して、洋学の習得を通じ

て厄介が獲得した役職登用の一端を明らかにすることにしたい。

そのために、まずはこの時期に厄介の役職登用が行われることになった行政的意図を解

明することにしたい。次に、開成所の給与規定における厄介の取り扱われた方に注目して、

開成所における厄介の位置づけを明らかにし、そして開成所の教授方においてどの程度厄
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介が採掃されていたのか明らかにする。最後に開成所に洋学を学んだ山内六三部と渡辺一

郎を事例に、洋学を習得した厄介の役職登患の経緯および実態を解明したい。

史料として辻東京大学史料編纂所「開成所事務j f開成所伺等儲jのほか冨立公文書館

所蔵多開櫓文書を用いることにした。

し推進された厄介の役職登用

( 1 ）厄介に期稽された役割

安政3(1856）年 12月3目、者中阿部正弘より翌年正月に開業を迎える

所を奨励する f覚jが達せられた。厄介の蕃書課所への入所はこの「党Jを援拠とするも

のであり、ここには藍参で為ることを条件に身分・穿柄為るいは年齢にかかわらず入所を

る者を幅広く受け入れることが明記されていた。

来正見より蕃書調所御開相成候間御目見以上以下次三男厄介に至迄年齢等に拘らす勝

手次第罷出稽在可被致候尤罷出候以前短時持参開所玄関江可申込陪臣籍古の義は追て

担達候事可有之鉄御開E等委縮の畿は大久保右近特設古賀謹一郎江可被本鉄時

また、桜田門外の変による大老井伊宣弼の横死を機に政権の中拡を担うことになっ

より達せられた「覚」にも、 f旗本J「御家人Jと行部目見以上」 「以下Jと

いう表現の違いこそあるが、これら藍参当主に許記する形で［庇介Jの入所が奨励されて

いた。安政 5( 1858）年 4月に成立した井伊致権下において審番調所は一時存続が怠ぶま

れる程の危機的状況に瀕していた。安藤は保守的であった井伊政権の方針を改め、外関入

居留地における間学伝習を実諒する令ど穣極的に洋学の普及に努めた＊70 万延元（1860) 

年 8月98に連せられた以下に示す f党jは、このような一連の動向の中で示されたもの

である。

時御専御用も有之事に付御旗本鶴家人体厄介等右稽古希望

所江罷出稽古可致候尤賠留外国人方江稽古被差遣侯の議も 間年若にて人物担

応の者相撰頭支配にでも右の趣軍相心得有忠の者名前古賀謙一部江可被相違候＊8

ところで、 ［尤居留外国人方江稽古被差遣侯の儀も可有之候Jに関わって安藤と外国掛

大呂付・日付との関で交わされた文書を読み解いていくと、 「覚Jでは f摸本j 11j語家人J

に併記される存在にすぎなかった「厄介jが、特別な鞍務を担う者として期待をょせられ

ていたことが判明する。
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次に掲げるのは万延元（1860）年 5月に外国掛大目付・御目付が老中安藤へ提出した上

申書である。ここには、幕府当局が厄介の一つである「次三男厄介jに外国関係職務に必

要な洋学を積極的に授け、 「次三男厄介」のうちよりこれらの職務に適した人材を育成し

ようとする意図が明確に示されている。

御旗本御家人等之内ニ而通弁相成候程之者出来候様致度幸此度英仏国より居留之者江

御託し少年之者稽古被差遣候ニ付御旗本之次三男厄介等之内より十六歳より廿四歳位

迄之処相撰ニ而同様被差遣通弁伝習被仰付候ハ、追ク成業之者出来可仕尤中年より稽

古仕候而ハ中ク御用立候程ニは出来難きもの杯と可有之加乎ニ候得共有志之者ニさえ

候ハ、強ち年之多少を可論筋ニも有之間敷少年輩ニ市は早速之御間ニ合兼候事故よし

ゃ成業不相成まても御試ニ被仰付可然綾四五人位之事ニ而は半途ニして廃し候者も出

来可申哉ニ付責而三十人も被仰付候ハ、其内ニハ御用立候者も出来可致＊9

このように、英仏国の居留地すなわち横浜に派遣する伝習生は「御旗本之次三男厄介等之

内より十六歳より廿四歳位迄相撰」こととなっていたのである。そして、彼らのうちから

「成業之者」があらわれ、通弁などの職務を担い手となることが期待されていた。

横浜における語学伝習は「せめて和蘭文典等講読も相済候者ニも無之候市ハ捗取方も宜

かる間敷候j*IOことが考慮され、蕃書調所の稽古人から人選し派遣することが申し付けら

れた。上述の老中安藤信正の「覚」に見られた「尤居留外国人方江稽古被差遣候の儀も可

有之候Jとは、横浜における語学伝習の人選が頭取古賀謹一郎によって行われることを「頭

支配jに伝えるものであったのである。そして、このことを伝えられた「頭支配jは管轄

下における「次三男厄介」の「人物」を見定め、その人物が「年若ニ而人物相応」であっ

た場合は古賀謹一郎に達すべき事が命じられたのである。

江戸幕府の職制では、 「家」の当主以外の者すなわち厄介が役職登用の機会を得ること

は基本的になく、彼らが役職登用の対象として位置づけられることはない。また、厄介の

中でも将来的に「家Jを継承する立場にある惣領すなわち「部屋住厄介jにかぎっては、

例外的に番入りによる登用が行われていたが＊11、 「部屋住厄介J以外の厄介すなわち「次

三男厄介Jなどには番入りのような例外的な役職登用の機会さえ与えられたことはなかっ

た。

しかし、以上見てきたように外交関係職務に関しては、 「次三男厄介」に積極的に洋学

を授け、彼らのうちからそれらの職務の担い手が育つことが期待されたのである。

それでは、従来役職登用の機会さえ与えられたことのない厄介に対して、なぜ、このよう

な特別な期待がょせられることになったのか次に考えていくことにしたい。
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( 2）厄介の役職登用が推進された理由

周知のとおり、対外交渉に関する文書の翻訳や通弁など洋学の「業前Jを前提とする実

務の一切は、在野の私塾に洋学を学んだ陪臣や通弁の修業を積んだ長崎通詞を登用するこ

とによって対処されてきた。

しかし、以下に示すように、開国をむかえ外交が幕府の権力維持に関わる最重要事項と

して幕府有司に認識されるようになると、身分の賎しい陪臣や通詞にいつまでも外交の実

務を任せておくわけにはいかないと考えられるようになった。

西洋各国より追ク貿易相願御取開相成候ニ付而ハ御談判筋も随而多端ニ付通弁之儀ハ

尤大切ニ而申上候迄も無御座候得共容易ニ可被成置儀ニ無之一言之誤より国家之大患

を生し可申微賎軽輩之者而巳ニ御任せ之義ハ懸念不少儀依而ハ御旗本御家人之内ニ而

通弁相成候程之者出来候様致度＊12

「微賎軽輩之者」とはいうまでもなく通詞・陪臣のことである。つまり、ここには一言の

誤りから国家的な危機が生じる危険性のある職務へ通詞・陪臣などの身分の賎しい者を任

じることに対する観念的な不安が述べられているである。そして、信頼の置けない通詞・

陪臣に代わ右外交関係職務の担い手を「旗本御家人之内Jから育成することが急務である

と結論づけられている。

また、外交関係職務における通詞・陪臣の使用には、彼らが「微賎軽輩之者jであるこ

とによる観念的な不安のみではなく、幕府の権力失墜に関わる外交の機密が陪臣を通じて

諸藩に漏洩するのではないかという現実的な不安も存在した。露国使節プチャーチンとの

交渉を担当した海防掛兼勘定奉行川路聖諜は「海防建義jにおいて次のように述べ、外交

機密が直参の役人ではなく「微賎軽輩之者Jを通じて知らされることおよびその機密が「微

賎軽輩之者jに把握されることの問題性を指摘している。

当時之御役人西洋之人情其外之儀は申候迄も無之横文字を読み得候ものも無之ニは其

事情背候義多其上事に臨候而は指支軽き天文方之手に附候もの又は長崎町人之通詞等

に機密之文書をよみもらひ候而穫に其事を取扱候義手薄とも何とも可申様無之右故機

密大切之義を重き役人より其筋に無天文方手附之陪臣共承知いたし候訳ニ而甚以如何

に有之＊13

機密の漏洩を阻止するために、幕府はこれらの職務に登用された者に対して直参・陪臣
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江戸幕府洋学振興政策下における厄介の役職登用について

を問わず誓詞の執筆を強要し、 「内密御用筋は一切他見他云仕間敷事jホ14を誓わせた。し

かし藩元に帰国した陪臣の言動を監視できるはずはなく、誓詞があまり効果的なものでな

かったことは想像に難くない。このように機密保持という現実的な不安からも直参のうち

からの人材の育成が急がれたのである。

しかし、幕府首脳が外交関係職務を「微賎軽輩之者Jに任せておくことのできない重要

なものとして捉えていたのと同様に直参のあいだでもこれらの職務が重要なものとして

捉えられていたというとそうではない。むしろ、直参のあいだでは「微賎軽輩之者jが就

くものとして忌避される傾向にあったことが次に示す史料より判明する。

数百年之風習ニ而兎角ニ舌官卑賎之業と心得候者多く可有之候得共外国と之御和交追

日盛んに相成候上ハ実ニ当今之緊要不可欠ものにて候篤と御諭し相成＊15

これまで町人出身の通詞や陪臣が任じられていたことから、通弁御用を「舌官卑賎之業j

として軽侮する直参が多数存在していたのである。

仮令直参の多数に「舌官卑賎之業Jと理解される職務であっても、その職務に格式があ

りかつ高額な給与が支給されさえすれば、自然に採用を希望する者が登場するはずであ

る。しかし、通弁御用は城中に席次のある本役場所でもなければ、飛び抜けて高額な御手

当が保障されていたわけでもない。次に掲げる教授職箕作院甫の建言書「洋学監督之事ニ

付申上候存意書Jにも示されるように、役職登用の機会に恵まれる者にとって、洋学書記

通弁見習あるいは翻訳方への役職登用は必ずしも出世を意味するものとはなりえていな

かった。

若し洋人御呼寄無御座候て制度規律のみ御改正御座候得共夫ニ而は思召之通り一心ニ

勉強致し候人は可少と奉存候其故稽古人之心底洋学之実ニ精妙なるを悟り候て後此学

問に従事致し候ニ而は無御座元ト栄禄を求むる媒仕候外ハ無御座候間只今之位之洋学

ニ而は漸々文章読習ひ文字書覚え且二三之日用話法稽古致候迄ニ而ー科たりとも相応

之深奥を領便する場ニハ至不申事故仮令其人御抜擢ニ相成候共反訳方又ハ洋学書記通

弁見習之外御使道無御座候間右様手筒不便之学稽古致候て僅少之永禄を求めんよりハ

別ニ出身之大捷径可有之と他岐に趣候て此御役所へ出候人ハ次第二減少相成可申哉ニ

被存候＊16

この建言書の目的が外国人を蕃書調所に招聴し、外国人による直伝習の実現にあったこと
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を路まえると、ここに指摘されている状況には若干の脚色が施されている可能性がないと

はいえない。しかし、この点、を考憲にいれたとしても、蕃書調所における洋学が「一科た

りとも相応之深奥を領捜するJものには至っておらず、そのため稀世を績んだとしても

訳方又ハ洋学書記通弁見晋之外御使道無御躍候Jという指捕は教授方を指揮する箕作なら

でiまのものとして注目に殖するc そして、別に「出

る者辻、 f不使之学稽古Jを通じて f穫少之永禄」を求め

述べている。

洋学を る以外の加の方法により「出

の機会を得ることのでき

ff也岐に越」ことになると

の機会を得ることのできる者と

は、幕府の職制において投職登用の機会を与えられていた亘参の当主にほかならない。つ

ま号、直参当主にとって洋学は f栄禄を求むる媒jではなく、 f手筒不便之学稽古致候て

僅少之永禄を求めんJものにすぎなかったのである。

開成所に入所した稽吉人の全体橡について辻不明な点が多く、把握できるのは句読教授

出役ならびに稽主人世話心得に任命された者や学業の出精が認められ褒美を演いた者な

どごく一部に眼られている。管見の範臨では開成所に入所した稽古人を体系的に知ること

のできる唯一の史料である f丑正月間成所稽古人出席姓名J*17によると、慶応元（1865) 

年正丹には直参49名、陪臣知名の者が出席していたのであるが、ここに記載される

当主の姓名辻産か9名にすぎない。これ辻車参当主が洋学を「栄禄を求むる媒Jとしてと

らえていなかったことを訴すのに充分な数龍である。

を「栄禄を求告るま某jとしてとらえることのな に「手簡不覆之学jを授

けるのは難しく、彼らのみを頼りに外交関係職務の空白を壊め合わせること

能で三うる。しかし、幕府当局としては権力の失墜に関わる外交関孫職務の一切をいつまで

も陪臣・通謁に任せておくことはできない。そこで、洋学を「栄禄を求むる媒Jとして捉

えることが予想される厄介にまで役職笠用の機会を拡げ、彼らのうちから賠住に代わる外

交関係職務の担い手として育つことを期待したのである。

開成所稽古人出結姓名jに掲載される車参稽吉人の 8割強に相当する 40名が

厄介であったという事実は、洋学を通じて得られる役職金用の機会を最も鄭重に受けとめ

たのがJ[介であづたことを物語っている。幕府のねらい通り、従来役義登用の機会を与え

られたことのない定介は、洋学を通じて得られる禄を決して「謹少jとは理解せず、また

そこで獲得することのできる役職経用を「出身之大捷佳jとしてとらえたのであった。

以上見てきたように、外交関孫職務の増設とそれに持う人材不足というこの時期詩有の

問題は当初陪臣を登用することによって対処されてきた。しかし、陪臣の登用には常に接
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江戸幕府洋学援輿政策下における について

審漏洩の危険性がてコきまとうものであり、幕宥当尾辻これらの職務の担い手を

から育成しなければならないと考えた。だが、役職登用の対象となる藍参当主

うち

を「栄

求むる媒jとしてとらえず、洋学の翠f専を通じて得られる職務に関心を示さなかった。

そこで役所登用の機会を拡げ厄介にまで拡げ、彼らのうちから陪臣に代わる外交関係職務

の担い手となる人物が現れることが期待されたのであった。

2.開成所教授方における厄介の位置と役暫

( 1 ）厄介の給与規定

能立当拐、蕃書鋼所の教務職は f出役j f稽古人掛役jという二種類の立場より構成さ

れていた。しかし、教授戦出役の箕作院甫・川本幸民、教授鞍並出投の杉田元端らが、諾

ら直参に召し出された文久 2(1862）年 12月以i琴、教務職の殻高位に設置する

出役・教授並出役はともに「在勤Jの役職となる。 f在勤」とは「家Jを代表する者が任

じられる正規の役職で、域内に席次もある。これに対し「出役Jとは職務に就いている期

間のみ結号が支給されるいわゆる非常勤職員であり、城内に席次；まない。一方、 「稽古人

錯役jは「在勤jと「出役jが教授方に相当するのに対し、韓古人の優等生が稽古人の立

場のまま任じられる職務である。憎

まずは、 「稽主人接投jの一つである句読教授出役における厄介の給与について明らか

にしていきたい。開成所・昌平坂学問所などの諸役の御手当が記された f省軍韓当分出役

以下関成所学関所諸役被下侠御手当書抜jによると、句読教授出役の給与は以下のように

規定されている。

銀五枚

銀十四枚

外向新

外間断

銀十枚

外同断＊19

御自

向

調目見以上厄介

同

引用者注）匂説教授出役

f離陸克以下当主

御目見以下部居住疋介
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関儀久

ここからまず気が付くのは、車参が御自克弘上当主・御目見以上厄介・網目見以下当主 e

御目見以下足分という四つのカチゴワーに分類されていたということで為る。また、御目

見以上当主の結与が銀王枚であるのに対し、得目見以上厄介はその約 3信に相当する銀十

四枚が支給されていること、さらに御目見以下において誌

に支給されていたという特畿を見ることができる。

3倍を上回る給苓がJ[介

f諮吉入掛役Jにおいて当主と冠分との潤に給与の棺違があったことはよに見たとお与

である。この相違は「出役」の教授手誌並出役の給与にも見出されるものなのであろうか。

以下 してみることにしたい。

銀十枚 御目見以上当

外御手当知之 河並出役（開成所教授並出役＝引用

銀五枚 得目見以上厄介

外御手当十人扶持 間

御目見以下当主蔀震設足介等

外御手当五人扶持

御吉見以下の場合は当主とJ[介との間に差は設けられておらず同額の給与が支詮されて

いるが、御自見以上では当主銀十枚、厄介銀五枚十人扶持とやiまり異なりがあったことを

確認できる。御目見以上厄介に支給される十人扶持とは一年間に十人の家来を養うことの

できる給与であり、五高に換算すると百五十石に相当する。測外はあるが得目見以上と御

目見以下の隷がおおかた二耳石以上と以下に底部されるものであったことを考えると、御

目見以上厄介は御目見以下当主の上層が得る家禄に担当する額を支給されていたことに

なる。

r~籍軍麓当分出役以下関成所学問所諸役被下候御手当番抜j に記載されていない「在勤j

の給与規定を f開成所事務j f開成問偶等留jの史料より補い、開成所教務職の給与の一

覧を示したものが｛表 l】である。なお、 f稽吉人掛役」には句読教授出役の他に稽古人

世話心得という設識があるのであるが、稽吉入昔話会得における給与規定詰英学・蘭学・

独学という学局によっ なりを見せているため、ここでは省略することにした
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江戸幕府洋学振興政策下における厄介の役職登用について

【表 1】開成所教務職の給与規定

教授職 百俵之高、御手当十人扶持金二十両

在 （文久2年12月以前は三十人扶持二拾両）

勤 教授職並 百俵之高、御手当五人扶持金拾五両

（文久2年12月以前は二十人扶持拾五両）

御目見以上 当主 十人扶持

直参 厄介 銀十枚

教授手伝出役 御目見以下 当主 七人扶持金三両

出 厄介 七人扶持金三両

陪臣 十五人扶持金拾両

御目見以上 当主 銀十枚

直参 厄介 拾人扶持銀五枚

1手又尺4

教授手伝並出役 御目見以下 当主 五人扶持銀三枚

厄介 五人扶持銀三枚

陪臣 拾人扶持金八両

稽 御目見以上 当主 銀五枚

古 直参 厄介 銀十四枚

人 句読教授出役 御目見以下 当主 銀三枚

掛 厄介 銀十枚

1:又Ju 陪臣 不明

それでは、なぜこのように厄介の給与が当主よりも高額なものに規定されていたのであ

ろうか。その理由のーっとして、当主が本来の職務において支給される給与を「出役Jを

勤める期間継続して支給されていたことがあげられる。牛込忠左衛門を例に説明を加える

と、牛込は天保 7( 1836）年に家督を相続すると同時に家禄の千五百石を受け継ぎ、引下

勤めとなる御書院番に任じられた際も千五百石が支給されていた。そして文久 3(1863) 

年 9月に教授手伝並出役に任命されると、本職の御書院番の職務が免除された。しかし、

免除されている間も千五百石は継続して支給されており、 「出役jに対する御手当銀十枚

はこれに加えて支給されることになった。このように当主には、家禄あるいは本役の給与
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関儀久

が継続して支給されていたのである。

これに対し尼介辻、家隷あるいは本役場所の給与が支給されることは当数なし「出役j

に対する得手当が支給されるのみである。 J[介の御手当が当主よりも高額に設定されてい

記のはこの点が考慮されてのことと考えられる。

ところで、以下に示す昌平坂学問所の例から きるように、通常給与は御自見以上

であるか部かという身分を基準にした規定があるのみで、厄介の給与が当主と別｛屈に規定

されることはない。

銀五校 御目見以上

外御手当無之 同（学問所口引用者注）手伝出役

得目見以下

外向新

開成所のように櫛目見以上・御自 という身分内身分に基づいた分類に、さらに「家j

における立場を問う当主・尼介という分類が設けられているの辻、幕舟の職制において非

に詩なケースなのである。

給与規定における足分というカテゴリーの成立法、財政語の出方に余計な支出をせまる

ものであったことは先に見たとおりである。にもかかわらず、あえて足分の袷与が別個に

規定されたことのもつ意味は重要で為る。開成所の教務職を構成する上で厄介が必要不可

欠な人材となっていたこと、そしてそれだけの御手当を保証しなければ厄介でさえも

第不便之学Jの稽古に勤まなかったことを示していると考える。

以上見てきたように、開成所教務職において足分に支給される給与は、当主よちも高額

なものとなっていた。最後に厄介における立場の相違、

にあり、かつ調外的に番入りによる登用が行われていた

f厄介従弟J「厄介叔父jなどとの相違には、

議引きがなされていたか考えておきたい。

には「家jを相続する立場

とそれ以外の「次

を捜定する上でどのような

ともに御目見以上の家棋であり海軍奉行並支配吉次惣鎮の塩野谷久太郎と錦腰物方謙

之助厄介従弟多門季三部の教授手伝並出役時の絵手を比較してみたところ、 f蔀崖住厄

介jの塩野と f草分従弟Jの多門はともに銀五枚十人扶持の御手当が支給されていたこと

を確認することができた。 「部屋住足分jとそれ以外の「次三男厄介jなどとの間に線引

きは行われておらず、いずれもー揮に思介として扱われていたのである。
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江戸幕府洋学振興政策下における厄介の役職登用について

( 2）教授方にしめる厄介の割合

安政 3(1856）年から慶応 3(1867）年までに教授方に任命された全ての氏名・身分・

身柄等を把握することはできないが、任免・昇進・褒美等を達する史料からかなりの程度

までの把握が可能である。 【表2】はこれらの史料に基づき、安政 3(1856）年 12月、文

久元（1861）年 12月、慶応 2(1866）年 12月の各時期の直参教官にしめる厄介の割合を

示したものである＊220 また、 【表 3］は厄介のしめる割合の位置づけを明確にするために

教授方にしめる直参と陪臣の割合を示したものである。なお、前述のとおり文久2年（1862) 

年 12月以前の教授方に「在勤jはなく全て「出役jであった。 「在勤」が登場するのが

慶応 2(1866）年以降となっているのはそのためである。

【表 2］直参にしめる厄介の割合

当主 厄介 計

安政3年 在勤

出役 0 (0%) 0 (0%) 。
文久元年 在勤

出役 4 (23%) 9 (77%) 13 

慶応2年 在勤 IO (31 %) 0 (0%) 

出役 5 (16%) 17 (53%) 32 

【表 3】開成所教授方にしめる直参の陪臣の割合

直参 陪臣 計

安政3年 在勤

出役 0 (0%) 12 (100%) 12 

文久元年 在勤

出役 13 (33%) 27 (67%) 40 

慶応2年 在勤 IO (23%) 0 (0%) 

出役 22 (51 % ) 11 (26%) 43 
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関儀久

まず鰐立当初の安政 3(1856）年に注目すると、次節で見るように出向・赤松・設楽な

ど「稽古人若手役jに在命された厄介は多数存主したが、教授方に採用された者は皆無であ

つにことがわかる。この時期の教授方は、 うちに教授方 な洋学者が見当たら

なかったために、完全に賠臣に頼った編成となっていたのであるの厄介からの登現は大井

草吉が教授手伝並出役となる安致 4(1857）年 5月まで待たなければならない（｛表4
参際〉。

山内・設楽など創立して間のない頃に匂読教授出役を勤めていた者が教授方に登用され

るにしたがい、教授方にしめる厄介の割合は徐々に高くなってくる。そして文久元（1861) 

年には教授方全棒の 23弘に相当する 9名の足介が教授方に名を連ねるに至った。この数飽

ら採用された者の 77%をしめるものであ号、関或所において役職登用の機会

した車参の大半が厄介であったことが判明する。

しかし、慶Jt:2 ( 1866）年には、寵参にしめる厄介の割合は？？誌から 53%へと魚、激に減

少する。ただし、これは陪臣教官 13名が新規吾出により班参として「家jを構えたこと

によるものあり、 f立介の登用機会が縮小されたことを意味しているわけでほ決してない。

教授方を担う厄介の人数そのものに注目すると、9名から 17名と着実に増加させているこ

とを把握することが出来る。新規召出となった陪臣 13名を一度元に廃して計算すると、

しめるm:介の割合は 75% (15名）となり、ここでも疋介の割合が依然とし

数債を謀っていることがわかる。

このように需成所の教授方にしめる厄介の割合は、常に直参当主の暫舎をうわまわって

いたのである。次に、教授方において厄介がどのような役割を担っていたのか考えること

にしたい。

f在勤jと［出役Jの職務辻大却されており、 が外交文書の翻訳等を主要な議

務とするのに対し、 「出役jは稽吉人の教導を専務としていた。もちろ において

は「出役jも外交文書の翻訳を仰せ付けられるのであるが、 「出役Jの職務はあくまで稽

古人に対する洋学教授を主眼とするものであった。 f在勤Jと「出役jにおける厄介の進

出を｛表 4］から見ると、厄分の教授方への進出は｛出役jにとどまっており、

までのぼりつめた者は皆蕪であることがわかる。つまり開成所における厄介の役割は、

ら帯古人に対して洋学教授を行うことにあったのである。

3.開成所におけるE介の役職登用の実態

本節では、開成所への入所持期が明らかとなっている籍館奉行支配調役並次部太蕗弟出

内六三郎と入所時期は定かではないが捺だった昇進を果たした事士見御宝蔵番格重三部
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江戸幕野洋学振興政策下における厄介の役職愛用について

体渡辺一部を事例に教務臓における足介の役職登用の経緯とそ

くことにしたい。

を明らかにしてい

( 1)山内六三郎の事憐

天保 9(1838）年9月17B、出 は旗本伊奈遠江守の家臣山内豊城山内徳右字転門

の子として生まれた＊2＼六三郎の名は第六子にして三番目の男子であることに因んで命名

されたものである。その後六三郎諒一式、恭明、政明などと改名するが、本稿では行論の

都合上六主部に統ーしたい。父徳右衛門誌六三部が正男であることから遠戚にあたる市ヶ

谷町の鍋鶴組与力谷家や薪指の与力などに養子の口を求めたが、幕府の瓦解によちいずれ

も実現をみることはない。したがって、幕府存続中の六三怒は一貫して父および父から

を相続した兄二郎太の疋介であった。

嘉永5(1852）年、六三郎は下総面往倉の洋学者であり叔父のを藤泰黙の塾に入門した。

六三郎の洋学修業；まこの時を以って始ま与とする。泰然のもとでの六三揺の島々は、朝は

未明より調合所・診察所の掃除、食後は調合製薬、そして盛は塾の先輩にあたる泰然の養

子舜海の講義を授か与、手衝のある場合はその手伝いを勤めるというものであり、さらに

弘化元（1844）年夏以時辻夜に泰然の実子普道とともに爵文典すなわちグラマンチカ・セ

インタキスの学習を行った。泰黙のもとで過ごした 4ヶ年の関に六三郎は同文典のほかヘ

ンチ… e ヤンチー究理問答などの蘭書や語訳された医書などを競殺している。

3 ( 1856）年器、六三郎は父に呼び挺され江戸へと帰るが、江戸に戻った後も箕作

院甫の門に入札ひきつづき蘭学修業に励んだ。そして、審欝調所が開設されることを知

ると、入所願いを届け出、安政4 ( 1857）年正月 18Bの開校式に列席した。この時列惑し

た種古人の総数 191名は、蕃書課所の入所を志願した寵参約 1000人の中から多少素養の

ある者として選抜された人々である。当時 20裁であった山内もまたこの撰に漏れること

なく開校当初からの入所が認められたのであっ～。

そして、安政 5(185前年正月には六三郎は f業前jが認められ「稽舎人掛役jの一つ

である句読教授出役に碍せ討けられた＊240 蕃害調所における洋学稽古の関捨は安政 4

( 1857）年4月のことであるから、入所してわずか 8ヶ月という鎧期間で句読教授出役へ

の昇進を果たしたことになる。これは修業期間にかかわらず各自の「業前Jに基づいたを

用が蕃書讃所において行われていたことを示している。

句読教授出役となった六三郎は日々出校し、洋学初学の者に両文典を授けるかたわら、

松木弘庵等の教授を受けた。そして同年 7月に辻、 f出役Jの教授手伝並出役に仰せ付け

られ教授方への昇進を果たす。

に句読教授出役を勤めていた赤松則良によれば、六三部 －緒方塾な

主
主
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I
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関儀久

学び書生仲間に名の知れた存在となっていた設楽莞爾や長崎海軍伝習所の伝習生に選抜

された荒井光太郎と並び称される程、同僚の間では評判が高かった＊25。六三郎が他の句読

教授出役に先じて昇進を果たしたのは、ここでもその「業前Jが認められたからであると

いえよう。

その後、文久元（1861）年 6月、六三郎は神奈川奉行手附翻訳方への転役を仰せ付けら

れ、横浜に移り住む。横浜における六三郎は、蘭学ではなく専ら英学の修業に励んだ。蘭

学から英学へと時勢が移り変わることを察知したからである。なお、六三郎は安政 6( 1859) 

年2月安井息軒の塾に入り、教授手伝並出役として蕃書調所に出仕する一方で漢学の修業

に励んでいた。これは「漢学の素養なきを以て、原文は解し得るも、之れを園語に反訳す

るに当りて文を成さずj*26ことを痛感し、漢学の素養を備えなければ教授方の職務である

翻訳業務に支障をきたすと考えたためであった。

山内六三郎の事例から判明することは、第一に蕃書調所に入所した厄介が修業期間にか

かわらず「業前」が認められるにしたがい句読教授出役、教授手伝並出役へと昇進を果た

していたということである。六三郎同様に厄介で、ありながら教授方への昇進を果たした者

をに示した【表4】によると、先に名をあげた設楽莞爾を含めた計 32名の厄介が蕃書調所

における洋学修業を通じて教授手伝並出役への登用を獲得していたことが判明する＊270 な

お、教官編成の改革が行われた慶応 2( 1866）年 12月以降に任命された者についてはここ

では省略した。

そして、第二に判明することは、洋学を習得した厄介には開成所の教務職にかぎらず外

交・軍事関係職務への登用機会が与えられていたということである。

外国奉行手附横文字認方御用出役や海軍兵書取調方出役をはじめとする外交・軍事関係

職務への出役替えを命じられた厄介の一覧を示した｛表 5】によると、教授手伝並 11名・

句読教授出役 3名が他機関へ転役していることがわかる。 【表4】に示した 32名のうち 9

名が転役を命じられていたのである。これは幕府当局が洋学を習得した厄介を外交・軍事

関係など機関へ積極的に派遣していたことをしめしている。

以上見てきたように、蕃書調所に入所した厄介は、入所期間にかかわらず各自の「業前」

次第で句読教授出役、教授手伝並出役への役職登用を獲得していた。また、洋学を習得し

た厄介には、蕃書調所関係職務にかぎらず外交および軍事関係職務へ役職登用の機会が与

えられていた。
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【表 4］教授手法議出役に登用されたm:介の一覧

氏 名 任命年月 身分・身柄 前 職

大井尚吉 安政4年5月 興火之番謙六養子

山内六三郎 4年7月 箱館奉行支配謂役並二塁手丈蕗弟 安5,1/27脅説教授

木村京三 4年11月 火消役訟平勢三部鑓南太郎兵衛養子 安4.6/6句読教捜

議草野谷久太部 安政6年4月 寄場奉行善次体 安ι1/28句読教授

設楽莞弥 万延元年8}J 大鰐番与力基左衛門体 安3.6/17句読教捜

内田弥太部 万延元年gjヲ 鱒作事奉行起十郎体 安4,3/17匂読教援

織田麗之助 万廷元年11月 高家庇介 安4.1/27 匂読教授

山路平次郎 文久元年4月 小普請組安藤与十都支配弥在衛門次男 安4.6/6均読教授

千村五部 文久冗年6月 折之鰐惑欝対1調樽木山支配平布繍門養子叔父 万元8/16句読教授（英）

竹諜勇四郎 文久光年8月 締結工支記御細工同心五左種門主男 万元8/16句読教捜（英〉

翌三藤革蔵 文久光年rn 御勘定奉行並滑蕊郎底分叔父 万元9/1句読教授

陶山博平 不 明 渡辺為三部組御柴籍舘暴行手隙出役犠三郎弟 不明

渡辺一郎 文久2年12月 富士克得宝嚢番重ミ三部部 文え 1/24匂読教授（英）

竹京鎗次長言 文久2年12月 締結工支配錦織工間心五夜衛門四男 万元10/7世話心得（英）

器寺慈之揚 文久2年12月 審審議前勤番久之助弟 文元2/2枇話心得

関諒次部 文久3年5）ヲ 御作事潜行支配梅大工頭得手大工諜八郎次男 文充，8/3句読教援

轡田与八郎 文久3年9PJ 元治元年家欝相続、鐸留守居支配 文2. 6/26匂設教授（英）

外山捨一 文久3年9月 不明 文2，号／5句読教授（英）

鈴木諜1i鰐 元治元年9月 ;J、普藷努麗野河内守支配十郎左禽門懇穣 10/15句読教授（蘭）

秋山鎧三三鰐 元治元年11月 得留守居美和作弟 10ハ9句読教授（欝）

多門季五郎 元治元年1lPJ 大御番松平因幡守組鎌之飴庭介従弟 文3,10/19句読教授

土屋銑三郎 元治元年11月 小普勝組岡信持監支配世話歌敷惣兵布三男 文元10/28特設教授

浦島錯蔵 元年12月 御撤去さ大部兵鑑俸 文3, 10/19特説教授（蘭）

小J!I吉之助 元治元年12月 学間接勤番稽太朗弟 文3.12/31勾統教授

松波外次郎 鹿応先生ド12丹 実詰銃隊十太夫弟 文3, 10/18句読教授｛務〉

近藤鎮識 慶応元年12丹 調持同心御軍艦組出役嬢三郎斧 不 明

三輪久之滋 慶~元年12月 御附人口口口勘定暴持議之丞三男 文3, 10/18句読教授（務）

須田岩次部 慶応元年口月 御留守屠支記警刀弟 文3, 1/23匂読教授

石横議次第 不 明 一九火之番喜之助養子 本 明

箕f下室吾 殿応2年 8月 タト関連幹行支配翻訳御用秋坪停 慶元12/28句読教授

若議論次部 不 暁 二丸火之番表之助養子 不 明

撲滅唯一 慶応2部12月 大久保備後守与力科弁之進養子 口口年英学設話，心待

qo 
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関儀久

【表 5］転役を命じられた厄介の一覧

氏 名 転役年月 転役先 転役時の役職 身柄

赤松大三郎 安政6年9月 軍艦操練所教授方手伝並出役 句読教授出役 厄介

大井尚吉 万延元年10月 外国奉行手附横文字認方御用出役 教授手伝並出役 養子

木村宗三 文久元年6月 外国方 教授手伝並出役 養子

山内六三郎 文久元年6月 神奈川奉行手附翻訳方 教授手伝並出役 厄介

佐藤革蔵 文久元年11月 蕃書調所書籍調出役 教授手伝並出役 厄介

村上誠之丞 文久元年11月 蕃書調所書籍調出役 教授手伝並出役 厄介

陶山淳平 文久元年11月 蕃書調所書籍調出役 教授手伝並出役 厄介

内田弥太郎 不 明 外国奉行手附通弁御用出役 教授手伝並出役 ｛卒

小林弥三郎 元治元年11月 外国奉行手附横文字認、方御用出役 句読教授出役 伴

千村五郎 元治元年11月 外国奉行手附横文字認方御用出役 教授手伝並出役 厄介

小川吉之助 不 明 外国奉行手附通弁御用出役 句読教授出役 厄介

団源次朗 慶応2年4月 撤兵差図役下役並勤方 教授手伝並出役 厄介

石橋鎗次郎 慶応2年4月 l騎兵差図役下役並勤方 教授手伝並出役 養子

多門季三郎 慶応2年8月 撤兵差図役下役並勤方 教授手伝並出役 厄介

( 2）渡辺一郎の事例

山内六三郎の事例からは、六三郎が文久元（1861）年 6月に神奈川奉行手附への転役を

仰せ付けられてしまうため、教授手伝並出役の上級職である教授手伝出役さらにはその上

の教授職並・教授職など「在勤」における厄介の登用の実態について把握することはでき

ない。そこで、ここでは最終的に「在勤」にまでのぼりつめた渡辺一郎を事例に「在勤」

における厄介の登用の実態を解明することにしたい＊280

天保 8(1837) 6月20日、渡辺一郎は富士見御宝蔵番の父重三郎の長男として生まれた。

父の職務の都合上、一郎は幼少の頃を長崎・下回・横浜など外国の空気に触れる土地に過

ごし、これらの地において洋学を学ぶ機会を得たc

一郎の蕃書調所への入所時期は現在のところ確認できないが、句読教授出役に仰せ付け

A
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江戸幕府洋学接興政策下における足分の投畿愛患について

られたのが文久2( 1862）年 1月24日であることから、それ以読の入所で為ったことだけ

は確かで為る。そして、何年 12月 29自には教授手伝並出役に任命され、さら

(1864）年 9月 22日には教授手伝出役への昇進を果たす。一郎が教授手伝出役に経命さ

れていることから明らかなように、厄介の登用は教授手伝並出役の上級職である

出役においても行われていたのである。

一怒の職援を示した【表 6］によると、その後一郎は教授職並手伝出役、開成所調役を

経て、最静的には慶応、 3(1867）年9見詰告に教授職並へと登用されていることがわかる。

しかし、これiまf在勤Jの職務における登用の機会が厄介に与えられていたことをただち

に意味するもので誌なし凡なぜ、なら、一郎が

きを踏まなければならなかったからである。

に登用されるためには、いくつかの

｛表 6］渡辺一郎の職歴

経命年度 議 歴

文久2(1862）年 1/24英学句読教授出役

12/29教授手伝並出役

元治元（1864) 9/22教授手伝出役

髪店、3( 1867) 1 Ji英学一等教授出役

7/28家督被下小普請入

8/28教授職並手伝出役、開成所調役

9/20教授職並

慶応、 2( 1868）年 12丹壊、開成所の運営担当者（以下、運営方）よ均一部の昇進に

る上申番が差し出された。ここには、一郎が f業前jに優れ、かつ稽古人の指導、

の指樺に卓越していることが述べられており、教授職差に相応しい人材であること

られている。

人物手堅英学抜群ニ而教授筋は知論稽吉場取締向重立相心得侯犠ニ付繁勤は申迄も無

之教授方之指揮井巷古人引立方寓端行届旦欝訳帯用筋精宮、と取調御用井宜者ニ侯間兼

商教授職並被仰付設禄可申開＊29
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関儀久

開成所の教務職における人事は、ほとんどの場合運営方の願いの通りに行われるものであ

り、これまでにその願いが却下されたことはあまりない。しかし、一郎の昇進願いに対す

る幕府当局の返答は「部屋住之者ニ付差控」＊30というものであり、厄介であることを理由

に却下されることになる。

城中に席次を持つ「在勤jへの役職登用は新たに「家jを創出し、子孫の代まで永続的

に家禄を支給することを意味する。そのため、厄介が「在勤」の職務に仰せ付けられるこ

とは基本的になかった。さらに、文久 2(1862）年以降は「容易ニ部屋住之者ハ不被 召

出厄介之者ハ勿論新規被 召出候儀容易ニ不被及御沙汰候」 η1ことが達せられ、 「部屋住

厄介」にかぎって与えられた例外的な登用機会でさえも廃止となる。つまり、厄介の「在

勤Jへの登用は、 「部屋住jであるか「次三男」であるかを問わず制度上行い得ないもの

となっていたのである。

このような制度上の規定に基づいて、 「部屋住jの一郎の昇進願いは却下された。しか

し、慶応 3(1869）年 7月28日、状況を一変させる出来事が一郎の身の上に起こる。父重

三郎の隠居が認められ、一郎は晴れて当主となったのである。そこで、運営方は一郎が当

主になると同時に教授職並への昇進を仰せ付けてくださるよう再度出願した。ところが、

今回もまた以下に示す理由により運営方の願いは却下されてしまう。

兼而教授職並被 仰付候様可申開候得共部屋住之身分ニ付是迄差十日候処此程一郎父重

三郎病気ニ付隠居家替一郎へ相預候ニ付右家督被 仰付候同日開成所教授職並被 仰

付並之通高百俵被下御手当拾人扶持金拾五両被下候様海軍奉行並始相願候趣取調候処

一郎儀は英学熟達ニ而教授筋は勿論翻訳御用筋精密と取調抜群御用立候者之由相違も

無之相聞候間身分御取立相成候ハ、一同之励は勿論人才御引立之御趣意貫徹可致儀と

候得共同人儀ハ今度家督被下小普請と成候者ニ而右様

御目見以下小普請より直ニ

御目見以上之場所へは難被仰付筋と

有之＊32

一郎が相続した家督は小普請であり、御目見以下小普請から御目見以上の場所である教授

職並への登用は許可できないというのである。家督を相続することにより一郎は当主に限

るという条件は達成したが、今度は「家」を相続すると同時に任命された役職が非役の小

普請であることが問題とされたのであった。
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江戸幕府洋学振興政策下における厄介の役職登用について

そこで、運営方はひとまず一郎を教授職並手伝出役と開成所調役の両職に仰せ付けられ

ることを出願した。運営方の願いは聞き入れられ、家督を相続した 1ヶ月後の 8月 28日

一郎はこの両職に任命される。

教授職並手伝出役とは、 「右は一郎ニ限り候儀向後右出役ニは相願申間敷j*33とあるよ

うに、一郎のためだけに設けられた新規の「出役」である。当時一郎は「学政改革」によ

って新設された英学一等教授方出役を勤めていたのであるが、教授職並に相応しいと見な

されるほどの「業前Jを持つ一郎が、いつまでも英学一等教授方出役にとどまっているの

はあまりに不自然なことであった。というのも、開成所では機密漏洩の危険性を防ぐため

に陪臣教官の「在勤Jへの召し出しが頻繁に行われており、一郎をそのままにしておいて

は、陪臣の方が却って容易に「在勤」に登用されていることが露呈してしまうからである。

これは開成所に学ぶ直参稽古人「一同之気配ニも拘J切ることである。この点が考慮され

た結果、教授職並手伝出役という教授職並と教授手伝出役の中間に位置づく新規の「出役」

を設け、これに一郎を任命する事が認められたのであった。

一方、同日任命された開成所調役とは「御書籍井御道具題帳取調j*35を職務とするいわ

ば事務職にあたるものである。教授職並に相応する「業前Jをもっ一郎がいまさら事務職

に仰せ付けられたのには、以下に示すような理由が潜んでいた。

御目見以下小普請より直ニ

御目見以上之場所へ一概と相願候故

難相整儀ニ付ート先

御目見以下相応之場所ニ被 仰付然ル上ニ而教授職並被 仰付候は不都合無之候間同

人儀此節先開成所調役へ被 仰付並之通御足高被下教授職並手伝是迄之通申渡御手当

之儀は教授職並之通拾人扶持含十五両被下候方可有御座候哉之事

但開成所調役之勤向は除切候ニ付勤金は不被下方ニ可有之哉之事＊36

一郎の昇進願いを二度にわたり却下した幕府当局は、小普請から「在勤jへの直接の登用

は制度上行われがたいものであるが、一度「御目見以下相応之場所」に仰せ付け、その上

での任命であれば「不都合無之候jと、一郎が教授職並に登用されるために必要な条件を

しめした。この条件を満たすために一郎は開成所調役に任命されたのである。任命と同時

に「勤向は除切候Jとされたことからもわかるように開成所調役への任命は教授職並に登

用されるための一時的かつ形式的なものにすぎなかったのである。
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関儀久

そして、慶応 3(1867）年 9月にはようやく一郎の教授職並への登用が実現した。任命

書に付された「下ヶ札Jには「ート先同所調役被仰付然ル上ニ而教授職並可被 仰付旨取

調候趣も有之無余儀候jと記されており、 「御目見以下相応之場所jに一度着任したこと

によって一郎は教授職並への昇進を果たす資格を得たのであった。

開成所頭調役

開成所教授職並手伝出役 渡辺一郎

開成所教授職並被 仰付勤候内持扶持ハ百俵之高ニ御足高被下為御手当御扶持方拾人

扶持金拾五両被下之

下ヶ札

此度大阪表江開成所御取建相成候ニ付教授として開成所教授

職同並可被差遣候ニ付而は人少ニ而手足兼候問書面一郎儀開

成所教授職並被仰付候様海軍奉行並始め相願候最前教授職

並江相願候節

御目見以下小普請より直ニ

御目見以上之場所江被 仰付候は難相成筋ニ付ート先同所調

役被仰付然ル上ニ而教授職並可被 仰付旨取調候趣も有之無

余儀候間本文之通取調候事＊37

渡辺一郎の事例は、開成所の教務職における厄介の登用が「稽古人掛役」と「出役Jの

範囲に限られたものでのあり、 「在勤jへの登用が制度上行われないものであったことを

示している。厄介が「在勤Jに登用されるためには、まず直参の当主にならなければなら

ず、そして、次に当主となった際の役職が非役の溜まり場である小普請であった場合は一

度「御目見以下相応之場jに仰せ付けられならなかった。厄介が「在勤jに登用されるた

めにはこのような手続きを経なればならなかったのである。

まとめ

以上、従来役職登用の対象として位置づけられたことのなかった厄介の役職登用の実態
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江戸幕府洋学振興設禁下における足分の役職登用について

について考察した。

外交関係機務の増設は、直参のうちにこれらの職務に必要な知識・技術を讃える者がい

なかったことから、陪臣の鐙用を余儀なくさせた。しかし、陪臣の使用には常に機密議洩

の危換性がつきまとうものであり、国家の行く末を決定づける重要な職務をいつまでも

にf衣存することに幕時当局は不安を抱いていた。そのため陪臣に代わるこれらの職務の

担い手を直参のうちから育成することが急務であると考えられるようになった。

だが、幕府の鞍舗において役職登用の対象となる車参当主は洋学を「栄禄を求むる媒j

としてとらえず、洋学の翠得を通じて得られる職務に関心を示さなかった。そこで役職経

患の機会を足分にまで拡げ、後ちのうちから陪臣に代わる外交関係職務の粗い手となる人

材が現れることを期持した。つまち外交関係職務の増設に伴う人投不足というこの時期特

有の問題を発生基盤とする厄介の役職登荊は、機管漏洩の危険性のつきまとう陪臣の使用

を制限することを第一義に推進されたのである。

を通じて得られる役職登用の機会を鄭重に受けとめた厄介は開成所に入所し、修業

に励んだ。その結果、創立当初は完全に賠臣に頼った譲或となっていた開成所教授方にし

める車参の割合辻、厄介の進出に支えられ徐々にではあるが高まり、慶応 2( 1866）年に

は全体の 74%に達したO もちろん、ここには新規召し出しによ号車参に加えられた元陪臣

も合まれるのであるが、この時の直参の 6説弱が厄介にしめられていたことを踏まえると

如何にJ[介の進出に支えられた部分が大きかったかが判明する。また、足介の給与規定が

当主とはお個に定められていたことからも把擁されるように、厄介辻教授方を講成する

で去、要不可欠な存在として位置づけられていたのである

ただし、店介の役識登用には純度上の制限が設けられていた。渡辺一郎の事例からも明

らかなように、 「稽古人勢役Jと「出役jの範囲に限られたものでのあり、無制隈に f在

勤jへの登用が実施されていたわけではなかったのである。つまり、厄介の役職登用はあ

くまで従来の幕府の議艇を越えない範閤で行われたものであり、思介が「程勤jに愛用さ

れるためには家督を相続して「当主jにならなければならなかったのである。そのため、

当初厄介の登用が推進された理岳が、機密漏浅の危険性のある賠毘に代わって外交文書の

翻訳を行うことにあったにもかかわらず、その役割は主として稽古人に対して洋学教育を

行うものとなっていた。
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